
 

 

 

 

子ども手当の支給について 

 

【発表の要旨】 
 
   子ども手当の支給を開始します。 

 

【発表の内容】 

   国において子ども手当を支給する制度が創設されたことに伴い、遠野市では、遠野市少子化

対策・子育て支援総合計画（遠野わらすっこプラン）における子育て家庭への経済的な支援の

一環と位置付け、子ども手当の支給を開始します。 
 

１ 子ども手当の支給対象                          H22.4末現在 

遠野市内の子ども手当支給対象児童数（０歳児～中学３年生） ３，４８８ 人 

遠野市が支給する児童数（公務員の子を除いた数） 

        子ども手当支給見込み額（H22.4～H23.3） 

３，０８２ 人 

４億８，０００ 万円 

 

２ 子ども手当の支給  

第１回目支給日  ６月１０日（木） 

支給方法  口座振替 

支給の内容  ２月３月の児童手当分  5,044 件 3,382 万円 

 ４月５月の子ども手当分 6,164 件 8,013 万円 

 

３ 子ども手当の受給手続  

 (1) 手続が不要な方 

    ３月末時点で、児童手当を受給していた方で、子どもが全て中学１年生以下の方 

 (2) 手続が必要な方 

   ① 支給対象児童の年齢拡大 → 中学２年、３年生を養育している方 

   ② 所得制限の廃止 → これまで児童手当を受給していなかった方 

   ③ 転入・転出により受給対象となる方 

   ④ 外国人（支給要件及び証明書類の厳格な確認が必要とされています。） 
 

４ 子ども手当の支給に伴う本市の取り組み  

 (1) 遠野わらすっこプランの推進 

    子育て家庭への経済的な支援が、子ども手当の支給による大幅な拡充を受けて、保健医療

等他の支援方策の一層の拡充を図る。（保育園施設の充実など） 

 (2) ふるさと納税及びわらすっこ基金のＰＲ 

    子ども手当を市に寄付できる制度も用意されていることから、ふるさと納税及びわらすっ

こ基金の周知を図る。 

 (3) 給食費、保育料等の収納対策 

    給食費や保育料等の滞納の解消に向けて、遠野市収納対策プロジェクトチームにおける収

納対策を実施する。 
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